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令和４年第２回足寄町議会定例会議事録（第１号） 

令和４年６月７日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

   ７番 髙 橋 健 一 君   ８番 川 上 修 一 君 

   ９番 髙 橋 秀 樹 君  １０番 二 川   靖 君 

  １１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足寄町農業委員会会長              𠮷 村   進 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

福 祉 課 長              保 多 紀 江 君 

住 民 課 長              金 澤 真 澄 君 

経 済 課 長              加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長              増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ４＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ３  諸般の報告（議長）＜Ｐ５＞ 

 日程第 ４  意見書案第１号 選択的夫婦別姓制度について法制化を求める意見書＜Ｐ 

５＞ 

 日程第 ５  行政報告（町長・教育長）＜Ｐ５～Ｐ１０＞ 

 日程第 ６  報告第 ４号 繰越明許費繰越計算書について＜Ｐ１０＞ 

 日程第 ７  報告第 ５号 事故繰越し繰越計算書ついて＜Ｐ１０＞ 

 日程第 ８  報告第 ６号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の締 

結について＜Ｐ１１＞ 

 日程第 ９  議案第５５号 公平委員会委員の選任について＜Ｐ１１～Ｐ１２＞ 

 日程第１０  議案第５６号 町道路線の廃止について＜Ｐ１２～Ｐ１３＞ 

 日程第１１  議案第５７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について＜Ｐ 

１３～Ｐ１４＞ 

 日程第１２  議案第５８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更につい 

て＜Ｐ１４～Ｐ１５＞ 

 日程第１３  議案第５９号 足寄町公共下水道足寄下水終末処理場の建設工事委託に関 

する協定の締結について＜Ｐ１５～Ｐ１６＞ 

 日程第１４  議案第６０号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について＜Ｐ１ 

６～Ｐ１７＞ 

 日程第１５  議案第６１号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について＜Ｐ１７＞ 

 日程第１６  議案第６２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい 

て＜Ｐ１７～Ｐ１８＞ 

 日程第１７  議案第６３号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

ついて＜Ｐ１８～Ｐ１９＞ 

 日程第１８  議案第６４号 足寄町会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正 

する条例＜Ｐ１９～Ｐ２０＞ 

 日程第１９  議案第６５号 足足寄町税条例等の一部を改正する条例＜Ｐ２０～Ｐ２ 

１＞ 

 日程第２０  議案第６６号 足寄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条 

例の一部を改正する条例＜Ｐ２１～Ｐ２２＞ 

 日程第２１  議案第６７号 足寄町児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改 

正する条例＜Ｐ２２～Ｐ２３＞ 

 日程第２２  議案第６８号 足寄町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例＜Ｐ２ 

３＞ 

 日程第２３  議案第６９号 足寄都市計画土地区画整理事業施行規程に関する条例を廃 

止する条例＜Ｐ２３～Ｐ２４＞ 

 日程第２４  請願第 ２号 食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民への 

理解醸成を図る請願書＜Ｐ２４＞ 

 日程第２５  意見書案第３号 地方財政の充実・強化に関する意見書＜Ｐ２４～Ｐ２ 

５＞ 
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 日程第２６  意見書案第４号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への復元、「30 

人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実現 

に向けた意見書＜Ｐ２５＞ 

 追加日程第１  議案第７３号 足寄町営温泉浴場施設新築（建築主体）工事請負契約に 

ついて＜Ｐ２５～Ｐ２６＞ 

 追加日程第２  議案第７４号 足寄町営温泉浴場施設新築（機械設備）工事請負契約に 

ついて＜Ｐ２６～２７＞ 

 追加日程第３  議案第７５号 螺湾小学校外部改修工事請負契約について＜Ｐ２７～Ｐ２ 

８＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござ

います。 

 ただいまから、令和４年第２回足寄町議

会定例会を開会をいたします。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

午前１０時００分 休憩 

午前１０時 １分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、３番進藤晴子

君。４番榊原深雪君を指名をいたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

昨日開催されました、第２回定例会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いた

します。 

会期は、本日６月７日から６月２０日ま

での１４日間とし、このうち８日から１５

日までと１８日から１９日までの１０日間

は休会となります。 

次に、審議予定について報告します。 

本日、６月７日は、最初に議長の諸般の

報告を行います。 

次に、総務産業常任委員会に付託し、閉

会中の審査となっておりました、意見書案

第１号について審査報告を受け、審議を行

います。 

次に、町長からの行政報告を受けます。 

次に、教育長から行政報告を受けます。 

次に、議案等の審議方法について申し上

げます。 

最初に、報告第４号から報告第６号まで

の報告を受けます。 

次に、議案第５５号から議案第６９号ま

でを即決で審議いたします。 

次に、請願第２号及び意見書案第３号に

ついては、総務産業常任委員会へ、意見書

案第４号については、文教厚生常任委員会

へ付託し、会期中の委員会審査といたしま

す。 

１６日は、一般質問などを行います。 

 １７日以降の審議予定については、一般

質問者の人数などにより流動的であります

ので、今後の議会運営委員会において協議

し、皆様にご報告いたしますので、ご了承

願います。 

なお、議案第７０号から議案第７２号ま

での補正予算案は、後日提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。 

以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２０日

までの１４日間にしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって会期は本日から６月２０日ま

での１４日間に決定をいたしました。 
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なお、１４日間のうち８日から１５日ま

での８日間と、１８日から１９日までの２

日間の合わせて１０日間は休会にしたいと

思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、１０日間は休会に決定をいたし

ました。 

 なお、今定例会における一般質問通告書

の提出期限は、６月９日木曜日の午後４時

まででありますので、よろしくお願いをい

たします。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の

報告を行います。 

 議長の報告事項は、印刷してお手元に配

付のとおりです。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

◎ 意見書案第１号 

 

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 意見書

案第１号選択的夫婦別姓制度について法制

化を求める意見書の件を議題といたしま

す。 

 本件における総務産業常任委員会、委員

長の報告は、別紙配付のとおりです。 

本件における委員長の報告は可決です。

これにて委員長の報告を終わります。 

これから意見書案第１号選択的夫婦別姓

制度について法制化を求める意見書の件を

採決をいたします。 

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は委員長の報告のとおり、決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって意見書案第 1号選択的夫婦別姓

制度についての法制化を求める意見書の件

は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

◎ 行政報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、６件の行政報告を申し

上げます。 

まず、足寄町空家等対策計画の改定につ

いてご報告いたします。 

近年、社会的ニーズの変化や地域におけ

る人口と世帯数の減少、高齢化等を背景に

全国で「空家」の増加が顕著となっていま

す。とりわけ、適正に管理されないまま放

置されている空家は、倒壊の危険や公衆衛

生の悪化、景観の阻害等の問題を生じさ

せ、地域住民の生活環境に深刻な影響を与

える状況となっています。 

また、空家がもたらす問題がある一方、

空家を地域の資産として活用することで、

地域の活性化につなげていくことも期待さ

れており、国では、平成２７年５月に「空

家等対策の推進に関する特別措置法」を全

面施行し、国、都道府県、市町村、所有者

又は管理者それぞれの責務を定め、空家等

への対策を総合的に推進していくこととし

ました。 

これらの背景を踏まえ、本町におきまし

ても、空家等に関する施策を総合的かつ計

画的に実施し、安全・安心に暮らせるまち

づくりを推進することを目的に、平成３０

年１月に「足寄町空家等対策計画」を策定

し、計画に基づき空家等の対策を進めてま

いりましたが、計画期間である５年が経過

することから、計画内容の見直しを図り、

第２次計画となる「足寄町空家等対策計

画」を令和４年３月に策定いたしました。 

町民の安全・安心と町の景観を守り、持

続可能な活力あるまちづくりを行うために
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は、周辺に悪影響を及ぼす危険な空家等を

なくすことが重要です。しかし、空家の問

題は、分野が多岐に渡ることから、本計画

における空家対策の理念として、町は、空

家所有者や家族等に適切な支援を行うとと

もに、地域や専門家、民間事業者等との連

携を図り、効果的な空家対策を推進するこ

ととしています。 

施策に関する基本的な考え方といたしま

しては、空家になってからではなく、居住

中から周知・理解の醸成等を図り、空家発

生の予防、空家の適正管理の推進、修繕や

改修等による空家の利活用など、建物の各

段階に応じた施策を講じていくこととして

います。 

なお、対策の実施体制といたしまして

は、総務課、建設課、住民課、福祉課によ

る横断的な役割分担と情報共有を図る体制

を整えるとともに、足寄町空家対策協議会

をはじめ、自治会、専門家団体、民間事業

者との連携・協力を図り、効果的な空家対

策の推進体制を構築してまいります。 

今後も本計画に基づき、空家等対策の推

進に努めてまいりますので、ご理解を賜り

ますようお願い申し上げ、ご報告とさせて

いただきます。 

次に、令和４年５月１２日開会の第３回

足寄町議会臨時会で新型コロナウイルス感

染症に対する本町の取組について行政報告

していたところですが、その後の対策状況

についてご報告いたします。 

まず、新型コロナワクチンの４回目の接

種につきましては、国は３回目のワクチン

接種完了から５か月以上経過した６０歳以

上の方及び１８歳以上６０歳未満の基礎疾

患のある方で追加接種を希望する方に接種

を行うこととしていることから、本町にお

いては、町内医療機関と協議を行い、集団

接種を中心に実施することとしました。６

月から医療従事者及び高齢者施設入所者等

への接種を開始し、一般高齢者等について

は７月から接種を行いますが、４回目の接

種については主にモデルナ社製ワクチンが

国から供給される見込みであるため、一般

高齢者の方については、３回目接種から５

か月以上経過後の日程で接種日時を指定

し、順次接種券を送付することとしていま

す。 

また、１８歳以上６０歳未満の基礎疾患

のある方が速やかに接種できる体制とする

ため、３回接種者全員に順次接種券を送付

し、接種を希望する方が円滑に接種できる

よう対応してまいります。今後も、国の方

針等を踏まえ接種を促進できるよう体制を

整備してまいります。 

次に、町内におけるイベントの実施状況

についてですが、６月に開催を予定してい

ました足寄ふるさとラワンぶきまつりは、

まん延防止等重点措置が解除されたものの

十勝管内における感染者数が高止まりと

なっている状況から、同事業実行委員会に

おいて、新型コロナウイルス感染防止対策

を講じての開催は困難であると判断し、昨

年度と同様、会場でのイベント開催は行わ

ずに、ＷＥＢ開催とし、インターネット上

でフキの紹介や圃場の状況などの情報を発

信することとなりました。 

また、毎年８月に開催しております足寄

ふるさと盆踊り・両国花火大会につきまし

ては、今後実行委員会において開催の可否

について検討をしてまいります。 

続いて、「令和４年度新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用

した本町における実施予定事業についてご

報告いたします。 

本町の現時点における交付限度額は令和

４年４月２８日付けで内閣府から示された

コロナ禍における原油価格・物価高騰対応

分５，４１２万円を含め１億７，３８９万

３，０００円となっており、令和４年度当

初予算で実施予定事業の一部を予算計上し

ていたところですが、留保していた交付金

を財源とした新型コロナウイルス感染拡大

防止等の事業を追加で実施することとしま
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した。追加で行う本町の実施予定事業は、

別紙資料のとおりで必要な予算を本定例会

に提案させていただいております。 

今後実施予定の主な事業としましては、

ふるさと納税ポータルサイトを活用した特

産品ＰＲや移住・観光情報誌等での情報発

信の強化を図る地方創生推進事業に広告料

を計上したほか、町内の医療・介護及び福

祉事業者に対し、新型コロナウイルス感染

対策や原油価格・物価高騰による増嵩費用

を支援する感染症対策支援事業費を予算計

上しております。 

また、商工振興対策経費におきまして、

足寄町商工会が実施する事業者支援事業に

対し、中小企業危機対応支援補助金と、商

店等利用促進事業補助金を計上しました。

中小企業危機対応支援補助金は、中小・小

規模事業者の売上や所得の向上、更なる売

上伸長や販路拡大を目的とした事業支援の

ため、道補助金の対象外となる事業者に１

００万円を上限に補助するものです。 

また、商店等利用促進事業補助金１，４

３４万円の内訳は、消費喚起策として、

１，０００円で３，０００円分使用できる

クーポン券を発行するものですが、どの飲

食店で使用できるかをガチャガチャのくじ

引きで決める事業と、町内飲食店またはス

ナックにおいて１冊３，０００円で６，０

００円分使用できるプレミアムクーポン券

発行事業に合わせて７２４万円、利用金額

５００円ごとに最大５，０００円の商品券

が当たるスクラッチクジ１枚を配布する事

業に５００万円、ＳＮＳを活用している参

加店のアカウントへの登録者に５００円の

クーポン券を提供する事業に２１０万円を

補助するものです。 

小学校管理経費におきまして、芽登小学

校体育館の換気の向上を図るため開口部に

防護ネットと網戸を設置するほか、各小学

校の感染症対策備品として、適切な換気対

策のための補助暖房機器、アルコール消毒

に対応した椅子及び大型スクリーン等を購

入する予算を計上しています。また、中学

校管理経費においても、同様に感染症対策

備品の購入費を計上しています。 

博物館運営経費としまして、寒冷期にお

いて適切な換気の実施による感染対策を図

るため、博物館のボイラーの更新・機能向

上を図ることとしております。 

今後におきましては、新たな国のコロナ

対策事業等の実施も見込まれ、迅速な対応

が必要になり議会の議決をいただく時間的

余裕がない場合においては、専決処分によ

り対応させていただきたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたし

ます。 

以上、新型コロナウイルス感染症に対す

る取組についてご報告いたしましたが、今

後も国や北海道など関係機関との連携を密

にし、感染拡大防止の徹底と、地域経済へ

の影響を最小限とすべく、全力で取り組ん

でまいりますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げ、ご報告といたします。 

次に、十勝市町村税滞納整理機構におけ

る令和３年度の実績が取りまとめられまし

たのでご報告いたします。 

まず、十勝市町村全体の実績ですが、滞

納事案２６３件、滞納額１億９，３９６万

３，０００円の引継ぎに対して、延滞金を

含めた収納額は６，４５６万６，０００

円、収納率は３３．２９％となっており、

前年に比べ件数、引受額は減少となり、収

納率は３．７４ポイントの減となりました

が、新型コロナウイルスの影響により、十

勝管内の雇用情勢や個人消費等の経済状況

が悪化している中においても、引き続き高

い水準を維持しているものと考えておりま

す。 

次に本町の実績ですが、引継ぎました事

案は７件、滞納額１１８万３，０００円に

対して、延滞金を含めた収納額は７４万

１，０００円、収納率は６２．６６％と

なっており、前年比３９．６ポイントの減

となりました。 
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また、事前予告通知による効果額は７８

万１，０００円で、収納実績額と合わせた

総額は１５２万２，０００円となってお

り、本町が負担する分担金１１４万３，０

００円を差し引いた費用対効果額は、３７

万９，０００円の実績となりました。 

発足から１５年間における本町の引継件

数は延べ１３８件で、収納額は３，８３４

万７，０００円の実績となっており、滞納

整理機構への引継ぎの宣伝効果もあって、

町税全体の収納率も高い水準を維持してお

ります。 

なお、令和４年度におきましては、継続

事案２件を含む７件、滞納税額８８万３，

０００円を引継ぎしております。 

十勝市町村税滞納整理機構は、滞納整理

に関する高度な専門知識や手法を有してお

り、各市町村での対応が困難な者に対して

も高い収納率を上げております。 

今後におきましても、適切に納税されてい

る方々の不公平感をなくすため、十勝一丸

となった取組を図ってまいりますので、ご

理解を賜りますようお願い申し上げ、ご報

告といたします。 

次に、今年度から第一生命保険株式会社

と、町有林内において協働で森づくりを実

施することとなりましたので、ご報告いた

します。 

足寄町が構成員となっております「北海

道バイオマス吸収量活用推進協議会」の協

力団体である、音楽家、坂本龍一氏が代表

を務める、森林保全を目的とした一般社団

法人 moretrees（モア・トゥリーズ）の紹

介によるもので、第一生命保険株式会社

は、本年１２０周年を迎えることから様々

な社会貢献を計画しており、その一環とし

て moretrees を加えた三者で「森づくり協

働宣言」を行い、森林の保全や多様性のあ

る森づくりのほか、町のふるさと納税や特

産品のＰＲなども行っていただく予定をし

ております。 

「第一生命の森」として整備する箇所

は、本年３月に主伐が行われた町有林里見

が丘団地内の約１ｈａで、植林イベントと

して６月１１日土曜日に一般の方も参加の

うえ、ミズナラの苗木５００本を植栽する

ほか、役場において木のスプーンづくりの

ワークショップを行うこととなっていま

す。 

来年度以降につきましても、第一生命保

険株式会社と協働で、多様性のある森づく

りを進めていくこととしておりますので、

ご報告といたします。 

次に、令和２年度から令和３年度の２か

年をかけて整備したオンネトー野営場休憩

舎が、このほどオープンいたしましたの

で、その概要についてご報告いたします。 

オンネトー地区には年間約２５万人の観

光入込客があり、雌阿寒岳には年間約１万

人の登山者が訪れています。足寄町一番の

観光スポットであるオンネトー地区では、

平成３０年度にオンネトー茶屋が老朽化等

により休止してから、有人施設が温泉旅館

１軒のみとなっておりました。このような

状況の中、町民有志や関係機関により立ち

上がったオンネトーの魅力創造委員会にお

いて、オンネトー地区の保全や利活用など

のあり方が検討され、この地区に情報発信

や軽食提供、一時避難所などの機能を持つ

有人施設が必要との意見がまとまりまし

た。その後、環境省や十勝東部森林管理

署、十勝総合振興局などと協議を重ね、国

の補助金やふるさと足寄応援寄附金を活用

し、令和３年１２月に建物が完成しまし

た。 

当地は冬季間通行止めになることから、

道路が開通しました今年４月よりオープン

準備を進め、去る６月１日にオープン、６

月５日に雌阿寒岳安全祈願祭に合わせて

オープニングセレモニーを行ったところで

あります。 

本施設はオンネトー国設野営場を管理し

ているＮＰＯ法人あしょろ観光協会が、北

欧や北米のアウトドア商品の輸入販売やア
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ウトドアの体験ショップを運営している株

式会社アンプラージュインターナショナル

（通称ＵＰＩ）とパートナーシップ契約を

結び施設管理を行っております。 

営業期間はオンネトー国設野営場と同じ

く、６月１日から１０月３１日までで、荒

天時などを除き無休となっています。本施

設では足寄町や十勝、阿寒摩周国立公園な

どの観光案内所、無料休憩所、野営場の受

付、アウトドア用品の販売・レンタル、軽

食提供、現地の自然を生かしたワーク

ショップ開催の機能のほか、防災備品も備

蓄し、当該地区の防災拠点としても機能い

たします。 

オープン最初の週末である６月４日・５

日の両日は、あいにくの悪天候にもかかわ

らず約５００人の方々にご来館いただき、

野営場も例年の約３倍の利用者となってお

ります。今後もより多くの皆様にお越しい

ただけるものと期待しており、アウトドア

ブームが続く中、オンネトー地区を中心に

足寄町の観光がさらに発展するものと期待

をしています。 

今後も足寄町の観光振興に努めてまいり

ますので、引き続きご理解賜りますようお

願い申し上げ、ご報告といたします。 

次に、除雪車両による物損事故につい

て、ご報告いたします。 

令和４年３月６日日曜日午後０時１０分

頃、足寄町南７条１丁目５４番地の足寄町

農業協同組合給油所場内において、建設課

車両室に勤務する会計年度任用職員運転の

除雪ダンプが、給油のため給油設備に車両

を寄せたところ保護屋根に衝突し、屋根及

び支柱を損壊させました。なお、給油所従

業員や、利用者、車両運転手に怪我はあり

ませんでした。 

事故の原因につきましては、運転手は給

油所従業員による車両の誘導を受けていま

したが、目測を誤ったためであります。 

現在、復旧に要する費用の積算作業をお

願いし、示談に向けて協議を行っていると

ころであります。費用確定後、今後の議会

に必要な予算を提案させていただく予定を

しておりますので、ご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

今後、一層の安全確認の徹底と運転技術

の向上に努め、事故を起こさないよう万全

を期してまいりますので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げ、除雪車両による物

損事故についてのご報告とさせていただき

ます。 

以上で行政報告とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 次に、教育委員会

から教育行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。教育長、藤代和昭

君。 

○教育長（藤代和昭君） 議長のお許しを

いただきましたので、教育委員会より新国

際交流員の招聘について御報告いたしま

す。 

本町では町民の国際理解の推進や、姉妹

都市カナダアルバータ州ウェタスキウィン

市との交流促進を図ることを目的に、外国

青年招聘に関する要綱に基づき、平成４年

度から国際交流員を招聘しております。 

また、平成３１年２月からは小学校での

外国語科の新設等に伴う学校からの派遣要

請にこたえるべく国際交流員を２名体制と

しておりましたが、令和３年２月に第１３

代国際交流員ミッチェル・ボウイ氏が離任

して以降、１名欠員の状況となっておりま

す。 

このたび、現地友好協会から、ウェタス

キウィン市出身のカミール・エスペリータ

氏２５歳女性を推薦いただいたことから、

同氏を新たな国際交流員として招聘するこ

とといたしました。 

カミール氏はフィリピン系カナダ人で、

英語やタガログ語、韓国語など、多言語を

話すことができると聞いております。ま

た、外国語として英語を教える教授法「Ｔ

ＥＦＬ」の資格を有しており、国際交流と

して小中学校での英語指導や一般町民を対
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象とした英会話教室などで御活躍いただけ

るものと期待しております。 

なお、現在カナダのカルガリー大学に在

学中であり、本年６月の卒業後、ビザ等の

入国準備が整い次第着任する予定でありま

す。今後は第１５代国際交流員ジャスミ

ン・ジャクソン氏とカミール氏の２名体制

で、引き続き学校における国際理解教育や

英語教育の推進並びに地域における国際交

流の振興をより一層図ってまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りますよう

申し上げ、報告といたします。 

○議長（吉田敏男君） これで行政報告を

終わります。 

 

◎ 報告第４号 

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 報告第

４号繰越明許費繰越計算書についての件を

議題といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） 議案書の１

ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました報告第４号繰

越し明許費繰越し計算書について、御報告

申し上げます。 

令和３年度足寄町一般会計予算の繰越し

明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越した

ので、地方自治法施行令第１４６条第２項

の規定により御報告するものでございま

す。 

これまでに予算議決をいただきました戸

籍住民基本台帳管理経費のほか、七つの事

業について１ページの右側に別紙といたし

まして添付しております計算書のとおり、

それぞれ事業費の額が確定いたしましたの

で御報告をするものでございます。 

翌年度への繰越額は８事業、合わせて

５，２７３万８，０００円でございます。 

以上のとおり御報告申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって、報告を終わります。 

 

◎ 報告第５号 

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 報告第

５号事故繰越し繰越計算書についての件を

議題といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ２ページをお

願いいたします。 

ただいま議題となりました報告第５号 

事故繰越し繰越計算書について、御報告申

し上げます。 

令和３年度足寄町一般会計予算の事故繰

越は、別紙のとおり翌年度に繰越ししたの

で、地方自治法施行令第１５０条第３項の

規定により御報告をするものでございま

す。 

２ページ右側に別紙といたしまして添付

しております計算書のとおり、第２款総務

費、第１項総務管理費、地域活性化推進事

業の住環境店舗等整備補助金につきまして

交付決定をいたしました新築工事１件、改

修工事１件が年度内に完了することが困難

となりましたため、事故繰越を行ったもの

でございます。 

なお、２件とも既に工事は完了しており

まして、１件は既に補助金を支出済み、も

う１件も今月中には支出は完了する見込み

でございます。 

以上のとおり御報告申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 
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 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって報告を終わります。 

 

◎ 報告第６号 

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 報告第

６号予定価格１,０００万円以上の工事又は

製造の請負契約の締結についての件を議題

といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野  孝君） 議案書の３

ページをお願いします。 

 ただいま議題となりました報告第６号予

定価格１,０００万円以上の工事又は製造の

請負契約の締結について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

 足寄町議会総合条例第１２条第１項の規

定により、次のとおり御報告するものでご

ざいます。 

 令和４年２月１１日から令和４年５月２

３日までの間で、足寄町議会総合条例第１

２条第１項第１号の規定により御報告する

工事または製造の請負は、４ページに添付

しております別紙のとおり２件でございま

す。 

 以上のとおり御報告を申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対して、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって報告を終わります。 

 

 

◎ 議案第５５号 

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第

５５号公平委員会委員の選任についての件

を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました議案第５５号公平委員会委員の選

任について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

下記の者を足寄町公平委員会委員に選任

いたしたく、地方公務員法第９条の２第２

項の規定により議会の同意をお願いするも

のでございます。 

提案をする方につきましては、住所、足

寄郡足寄町南６条６丁目３８番地、氏名、

大貫裕弘氏、昭和３２年４月１日生まれで

ございます。 

提案理由につきましては、令和４年７月

８日をもって任期満了となることから、再

任をお願いするものでございます。 

大貫氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５５号公平委員会委員

の選任についての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 
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 したがって、議案第５５号公平委員会委

員の選任についての件は、同意することに

決定をいたしました。 

 

◎ 議案第５６号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案

第５６号町道路線の廃止についての件を議

題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 建設課長 増田 徹君。 

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題

となりました議案第５６号町道路線の廃止

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

議案書６ページをお開き願います。 

道路法第１０条第１項の規定により、路

線番号３３９番、路線名、空内線の廃止を

お願いするものでございます。 

本路線は、足寄町が町道として、十勝東

部森林管理所が国有林道として二重で管理

を行っていたことから、十勝東部森林管理

署と協議を行った結果、今後においては町

道を廃止し、国有林道として管理を行うこ

ととなったことから廃止をお願いするもの

でございます。 

なお、７ページに町道廃止路線位置図を

添付しておりますので御ｙ照願います。 

以上提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １１番 

○１１番（木村明雄君）  これについて

ちょっとお伺いをしたいと思います。 

これについてはですね上足寄の橋渡った

所から入るんですよね。そして、これは

五、六年前だったかな、結構あの道がずた

ずたになったことがあると思うのだけど

も、これ農地で農家の人がつくっています

よね。何件ぐらい耕作しているのか、そし

てまた、これから先に向けて、この管理に

ついて、森林管理署は責任を持ってやるの

かどうなのか。これやらないということに

なれば、やはり耕作した農家の人たちが大

変な思いをするような気がするので、その

辺についてについて、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（吉田敏男君） 答弁 建設課長。 

○建設課長（増田 徹君） 御質問にお答

えいたします。 

耕作者何件いるかということなのですけ

どもちょっと数を把握していませんので御

理解願いたいと思います。 

今後の管理においては、十勝東部森林管

理署が一応責任を持って行うことという形

になっておりますので御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） １１番 

○１１番（木村明雄君） これ、五、六

年前に大きな台風があったときにずたずた

になってこれ町でやったのか、ちょっと私

その辺わからないのですけど、そこでこれ

何キロぐらいあったのかその辺もちょっと

お伺いしたいと思います。この道路の長

さ。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長 答弁。  

○建設課長（増田 徹君） 議案書の６

ページに載せているのですが、延長として

は３，６０１．６８メートルという形に

なっております。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５６号町道路線の廃止

についての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５６号町道路線の廃

止についての件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 議案第５７号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案

第５７号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定についての件を議題といたしま

す。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ８ページをお

願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第５７号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、芽登辺地、平和辺

地に係る公共的施設の総合整備計画を、別

紙のとおり策定をするため議会の議決をお

願いするものでございます。 

本整備計画につきましては、辺地におい

て公共的施設を整備するに当たり、財源と

いたしまして辺地対策事業債を活用するた

めに必要な計画となってございます。 

計画の概要につきましては、別紙として

添付しております総合整備計画書により御

説明をいたしますので、９ページをご覧く

ださい。 

まず、芽登辺地でございますが、９ペー

ジ右側の３公共的施設の整備計画をご覧い

ただきたいと思います。まず、橋梁の糠南

大橋改修事業と飲用水供給施設といたしま

して、道営水利施設等保全高度化事業ほか

３事業を行うものでございまして、事業費

は、あわせて４億６，２８３万３，０００

円。辺地対策事業債の予定額は４億３１０

万円でございます。 

次に１１ページをご覧ください。 

平和辺地でございますが、３公共的施設

の整備計画をご覧ください。飲用水供給施

設といたしまして昭和地区簡易給水施設計

装装置遠隔監視システム更新事業を行うも

のでございまして、事業費は１，３４２万

円で、辺地対策事業債の予定額は１，３４

０万円でございます。 

なお、整備計画の期間はいずれも令和４

年度から令和８年度までの５年間でござい

ます。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第５７号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の策定についての件を

採決をいたします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成
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の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５７号辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の策定についての

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第５８号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１２、議案

第５８号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の一部変更についての件を議題といた

します。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） １２ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第５８

号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

一部変更について提案理由の御説明を申し

上げます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第８項において準用する、同条第１項の規

定に基づき、茂足寄辺地に係る公共的施設

の総合整備計画の一部を変更するもので、

財源といたしまして辺地対策事業債を活用

予定の事業について、計画内容に一部変更

が生じましたので議会の議決をお願いする

ものでございます。 

整備計画の一部変更の概要につきまして

は、別紙として添付しております総合整備

計画書により御説明いたしますので、１４

ページの別紙様式３、公共的施設の整備計

画内訳をご覧ください。 

施設名市町村道橋梁におきまして、橋梁

長寿命化修繕事業及び道路ストック修繕事

業飲用水供給施設におきまして、上足寄営

農用水道配水管布設替事業の事業費等の額

を括弧内の下線表示部のとおり変更をいた

しますとともに、中段になりますが、観光

レクリエーション施設といたしまして雌阿

寒温泉公衆トイレ等水道施設改修事業を新

たに追加をするものでございます。 

事業費は１，９９６万５，０００円、辺

地対策事業債の予定額は１，３９０万円で

ございます。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ５番。 

○５番（田利正文君） １３ページの右

側の飲用水供給施設の説明あるところの、

補足説明をお願いしたいんですけど、所有

権移転によりと、それから別な場所に設置

されたという問題と損壊を防止するため、

というのが現状わからないので、説明お願

いします。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長 答弁。  

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

簡易水道浄水場附帯整備事業ということ

だと思いますがよろしいですか。 

所有権移転に伴うということなのです

が、今まで別の所有者がそこのところ所有

者の方にお願いをして、そこの場所を通っ

て行ったんですが、所有者が変わったとい

うことで土地を一部寄附していただけると

いうことでそこを所有権移転をさしていた

だいて足寄町の土地にさせていただいて、

その部分に関して道路の整備を行ったもの

でございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ５番。 

○５番（田利正文君） それは、移転わか

りましたけどね。別の場所に移設された

と、急斜面であるため損壊防止のため、そ

このところの状況というのでしょうか、こ

んなだからこういうふうになったのだよっ

てことの説明がいただきたい。 
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○議長（吉田敏男君） 建設課長 答弁。  

○建設課長（増田 徹君） この場所は道

道のほうから入り口にしまして浄水場に向

けての路線なんですが、道路からかなり高

い位置に浄水場がありまして、ほぼ真っす

ぐの状態で上がっていくのですが、雪どけ

等々降雨だとかによって、そこのところに

水が流出というか流れ込んでくるというこ

とで、道路だとかに流れてきた土砂がいっ

てしまう。阻害したりするのも危険という

ことで、一部舗装させていただいてその手

前で土砂を防止するという形で工事を進め

てきたものでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第５８号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の一部変更についての

件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５８号辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の一部変更につい

ての件は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午前１１時 ５分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議案第５９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案

第５９号足寄町公共下水道足寄下水終末処

理場の建設工事委託に関する協定の締結に

ついての件を議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

 建設課長 増田 徹君。 

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題

となりました、議案第５９号足寄町公共下

水道足寄下水終末処理場の建設工事委託に

関する協定の締結について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

議案書１５ページをお開き願います。 

足寄町公共下水道足寄下水終末処理場の

建設工事委託について、足寄下水終末処理

場の建設に携わり、終末処理場の状況を熟

知し、建築工事及び電気設備に精通した技

術を有していることから、下記のとおり協

定を締結するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条

例第２条の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

協定の目的は、足寄下水終末処理場の建

設工事委託でございます。 

協定の事業費は８，６００万円。 

工事予定期間は令和６年２月２０日まで

の２年間でございます。 

協定の相手方は、東京都文京区湯島２丁

目３１番２７号日本下水道事業団代表者理

事長森岡泰裕氏でございます。 

委託事業の概要でございますが、令和２

年度に策定した足寄町下水道ストックマネ

ジメント計画に基づき、終末処理場の管理

施設、監視制御施設、受変電施設等の更新

工事を行うもので、管理施設では処理場内

の電話機器類、監視制御施設では計装盤、

受変電施設では気中開閉器、水処理施設で

は回転数制御装置及び流量計、汚泥処理計

装設備では濁度計等と濃度計等を２年間か

けて更新を行うものでございます。 
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なお、１６ページから１７ページに協定

案、１８ページから１９ページに工事施工

位置図等を添付しておりますので、御参照

願います。 

以上提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第５９号公共下水道足寄下

水終末処理場の建設工事委託に関する協定

の締結についての件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５９号足寄町公共下

水道足寄下水終末処理場の建設工事委託に

関する協定の締結についての件は、原案の

とおり可決されました。 

 

◎ 議案第６０号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１４ 議案

第６０号北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更についての件を議題といたしま

す。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ２０ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第６０

号北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を

次のとおり変更をするものでございます。 

変更内容について申し上げます。本年４

月１日付で設立されました、上川中部福祉

事務組合が新たに退職手当組合に加入する

ことに伴いまして、別表の（２）一部事務

組合及び広域連合の上川管内の項中に、上

川中部福祉事務組合を加えるものでござい

ます。 

附則におきまして、この規約は総務大臣

の許可の日から施行することを定めており

ます。 

２１ページに新旧対照表を添付しており

ますので、御参照ください。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６０号北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更についての件を

採決をします。 

この採決は起立によって行います。 
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本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６０号北海道市町村

職員退職手当組合規約の変更についての件

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第６１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１５ 議案

第６１号北海道市町村総合事務組合規約の

変更についての件を議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ２２ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第６１号

北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村総合事務組合規約を次の

とおり変更をするものでございます。 

変更内容について申し上げます。本年４

月１日付で設立された、上川中部福祉事務

組合が新たに総合事務組合に加入すること

に伴いまして、別表第１上川総合振興局の

項中、及び別表第２の９の項中、それぞれ

に上川中部福祉事務組合を加えるものでご

ざいます。 

附則におきまして、この規約は北海道知

事の許可の日から施行することを定めてお

ります。 

２３ページに新旧対照表を添付しており

ますので御参照ください。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第６１号北海道市町村総合事

務組合規約の変更についての件を採決をし

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６１号北海道市町村

総合事務組合規約の変更についての件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第６２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１６ 議案

第６２号北海道町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更についての件を議題とい

たします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ２４ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました。議案第６２

号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約を次のとおり変更するものでござい

ます。 

変更内容について申し上げます。本年４

月１日付けで設立をされました、上川中部
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福祉事務組合が新たに公務災害補償等組合

に加入することに伴いまして、別表第１中

に、上川中部福祉事務組合を加えるもので

ございます。 

附則におきまして、この規約は、総務大

臣の許可の日から施行することを定めてお

ります。 

２４ページ、右側に、新旧対照表を添付

しておりますので、御参照ください。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６２号北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更につい

ての件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６２号北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約の変更につ

いての件は、原案のとおり可決されまし

た。 

◎ 議案第６３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１７ 議案

第６３号押印の見直しに伴う関係条例の整

備に関する条例の制定についての件を議題

といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ２５ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案６３号

押印の見直しに伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について、提案理由の御説明

を申し上げます。 

本条例につきましては、昨今の国の行政

手続に係る押印の見直しを受けまして、町

民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を

図るため、足寄町公告式条例のほか、五つ

の条例を一括で一部改正する整備条例を制

定いたしまして押印を不要とする改正を行

うほか、あわせて文言の修正など所要の改

正を行うものでございます。 

主な改正内容について申し上げます。 

第１条によります改正は、足寄町公告式

条例の一部を改正するもので、規則を除く

ほか、町長等の定める規程を公表する際に

は町長印の押印を必要としておりました

が、これを不要とするものでございます。 

第２条による改正につきましては、町職

員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正

するもので、新たに職員になった者の服務

の宣誓の際は、任命権者等と対面で、かつ

署名を求めておりましたが、これを不要と

するほか、別記様式の宣言書中の文言を改

めるとともに、押印の丸印を削除するもの

でございます。 

第３条によります改正は、足寄町介護福

祉士修学資金貸付け条例の一部を改正する

もので、貸付け決定者から求めます誓約書

等の様式については、就学資金貸付け条例

施行規則に定められておりますことから、

第６条の文言を整理するものでございま

す。 

第４条によります改正につきましては、

足寄町医師等修学資金貸付条例の一部を改

正するもので、第３条による改正と同様
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に、貸付け決定者から求める誓約書等の様

式につきましては修学資金貸付条例施行規

則に定められておりますことから、第５条

の文言を整理するものでございます。 

第５条による改正は、足寄町有林野共同

放牧地管理並びに使用条例の一部を改正す

るもので、第４条中の文言を改めますほ

か、別記第１号様式中の文言を改めるとと

もに「押印の丸印という」を削除するもの

でございます。 

第６条による改正につきましては、足寄

町火入れに関する条例の一部を改正するも

ので、第１４条中の文言を改めるほか、別

記様式第１号中の文言を改めまして押印の

印を削除するとともに、別記様式第２号中

の文言を改めるものでございます。 

附則におきまして、この条例は公布の日

から施行することとしております。 

２６ページから３０ページまでに新旧対

照表を添付しておりますので御参照くださ

い。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６３号押印の見直しに伴

う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いての件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６３号押印の見直し

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

についての件は、原案のとおり可決されま

した。 

 

◎ 議案第６４号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１８ 議案

第６４号足寄町会計年度任用職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の件を議

題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ３１ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第６４号

足寄町会計年度任用職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

本条例につきましては、今年度から、フ

ルタイム勤務の会計年度任用職員に対しま

して、寒冷地手当を支給することとするた

め、所要の改正を行うものでございます。 

改正の内容について申し上げます。第４

条の規定に寒冷地手当の文言を加えますと

ともに、第１８条の次に第１９条といたし

まして、寒冷地手当は職員の給与条例によ

り算出した額に１００分の７０を乗じて得

た額とするとの規定を加えるものでござい

ます。 

附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行することとしております。３２

ページに新旧対照表を添付しておりますの

で、御参照ください。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案
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理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６４号足寄町会計年度任

用職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６４号足寄町会計年

度任用職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の件は原案のとおり可決されま

した。 

 

◎ 議案第６５号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１９ 議案

第６５号足寄町税条例等の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長、金澤真澄君。 

○住民課長（金澤真澄君） ただいま議題

となりました議案第６５号足寄町税条例等

の一部を改正する条例につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

議案書３３ページをお開き願います。 

このたびの改正は、地方税法等の一部を

改正する法律及び地方税法施行規則の一部

を改正する省令が令和４年３月３１日に公

布され、原則として令和５年１月１日から

施行され、外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する

法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法

並びに法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律が令和３年６月１１日に公布さ

れ、令和６年１月１日から施行されること

に伴い、足寄町税条例等における令和５年

１月１日以降施行分について改正を行うも

のでございます。 

本条例は、関係法令の改正に伴い税条例

等の一部を改正するものでございますの

で、改め文の朗読は省略させていただきま

すが、主要の改正について御説明申し上げ

ます。 

新旧対照表で説明させていただきます。 

３５ページをご覧願います。１点目でご

ざいます。第３３条第４項及び第６項の改

正は、上場株式等の配当所得等に係る課税

方式について所得税と個人住民税において

異なる課税方式の選択が可能とされてきま

したが、金融所得課税は所得税と住民税が

一体として制度設計されてきたことなどを

踏まえ、課税方式を所得税と一致させるも

のでございます。第３４条の９第１項及び

第２項につきましても同様の改正がなされ

ています。 

３６ページをご覧ください。２点目でご

ざいます。３６条の２第１項の改正は、個

人住民税における合計所得金額について、

付加課税に必要な情報を確実に把握できる

よう措置するもので、住民税申告内容の変

更に係るものでございます。第３６条の３

の２第２号及び第３６条の３の３につきま

しても同様の改正がなされています。 

３７ページをご覧ください。３点目でご

ざいます。附則７条の３の２第１項の改正

は、住宅ローン控除の延長に伴うもので、

所得税において住宅ローン控除の控除期間

を１３年とした上で個人住民税控除の適用

期限を４年延長し、令和７年末までの入居

者が対象とされるものです。 

以上３点が主要な改正内容となります。 
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戻りまして３４ページをご覧ください。

附則として、この条例は、令和５年１月１

日から施行いたしますが、第１条第１号及

び第２号の規定につきましては、各号で定

める日から施行するものでございます。 

以上で、本条例等の改正に関する提案理

由の御説明とさせていただきますので、御

審議承りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６５号足寄町税条例等

の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６５号足寄町税条例

等の一部を改正する条例の件は原案のとお

り可決されました。 

 

◎ 議案第６６号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２０ 議案

第６６号足寄町過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長、金澤真澄君。 

○住民課長（金澤真澄君） ただいま議題

となりました議案第６６号足寄町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

議案書４１ページをお開き願います。こ

のたびの改正は、沖縄振興特別措置法第９

条等の地方税の課税免除または不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省

令等の一部を改正する省令により、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法

第２４条の地方税の課税免除または不均一

課税に伴う措置が適用される場合等を定め

る省令が一部改正されたことに伴い、足寄

町過疎地域における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正するものでござ

います。 

改正の内容につきましては、関係法令の

改正に伴う項ずれなど、所要の規定を整理

するものでございます。 

附則でございますが、この条例は公布の

日から施行するものでございます。なお、

４２ページに新旧対照表を、添付しており

ますので、御参照願います。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、よろしく御審議のほど、よろし

くお願いします。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 
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これから、議案第６６号足寄町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６６号足寄町過疎地

域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例の件は原案のと

おり可決されました。 

ここで昼食のため暫時休憩をいたしま

す。 

午前１１時５１分 休憩 

午前１３時００分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議案第６７号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２１ 議案

第６７号足寄町児童発達支援センター設置

及び管理条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

福祉課長、保多紀江君。 

○福祉課長（保多紀江君）  議案書４３

ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました議案第６７号

足寄町児童発達支援センター設置及び管理

条例の一部を改正する条例について、提案

理由を御説明申し上げます。 

本条例で規定している足寄町児童発達支

援センターの利用料については、令和元年

１０月から国の施策として３歳以上の児童

は無償化となっており、３歳未満について

は町の独自施策として、町内在住で保育所

等利用している児童について免除を行って

いるところですが、児童の発達支援に早期

から関わることで健やかな成長につながる

ことから、町内在住で保育所等を利用して

いない３歳未満の児童についても利用料を

免除し、子育て支援の充実を図るために本

条例を改正するものでございます。 

改正内容について申し上げます。本条例

の第６条第１項第１号ただし書中、免除の

対象として規定している、就学前の児童で

あり、かつ、足寄町内に設置されている保

育所等に通所しているもの。を削るもので

ございます。 

附則ですが、この条例は公布の日から施

行し、改正後の条例の規定は令和４年４月

１日から適用するものでございます。 

なお、４４ページに新旧対照表を添付し

ておりますので御参照ください。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １１番。 

○１１番（木村明雄君） これに対してで

すねちょっとお伺いをしたいと思います。

ここでですね、対象児童は何人ほどいらっ

しゃるのか、ちょっとお伺いをしたいと思

います。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 今回の条例の

改正により免除の対象となる児童は１人の

予定でございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま
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す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６７号足寄町児童発達

支援センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例の件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６７号足寄町児童発

達支援センター設置及び管理条例の一部を

改正する条例の件は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 議案第６８号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２２ 議案

第６８号足寄町単身者住宅管理条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ４５ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第６８号

足寄町単身者住宅管理条例の一部を改正す

る条例について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

本条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促

進に関する法律施行規則及び成年年齢を１

８歳に引き下げることを内容といたします

民法の一部を改正する法律が本年４月１日

から施行されたことに伴いまして、同法施

行規則を引用する規定において条項ずれを

改めるほか所要の改正を行うものでござい

ます。 

改正の内容について申し上げます。第２

条第２号中、第１条第３号を第１条第４号

に改めるものでございます。第１０条中第

２項の入居決定者が未成年の場合連帯保証

人のうち１名は保護者を充てなければなら

ないとの規定を削除いたしまして、第３項

から第６項までを１項ずつ繰り上げるもの

でございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行することとしております。 

４６ページに新旧対照表を添付しており

ますので、御参照ください。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６８号足寄町単身者住

宅管理条例の一部を改正する条例の件を採

決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６８号足寄町単身者

住宅管理条例の一部を改正する条例の件は

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第６９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２３ 議案

第６９号足寄都市計画土地区画整理事業施

行規程に関する条例を廃止する条例の件を

議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 
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建設課長、増田 徹君。 

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題

となりました議案第６９号足寄都市計画土

地区画整理事業施行規程に関する条例を廃

止する条例について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

議案書４７ページをお開き願います。足

寄都市計画土地区画整理事業施行規程に関

する条例は廃止する。 

廃止の理由でございますが、足寄都市計

画土地区画整理事業につきまして令和３年

度をもちまして清算事務が完了し、一連の

区画整理事業が終了したことから、施行規

程に関する条例の廃止をお願いするもので

ございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行することとしております。 

以上提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第６９号足寄都市計画土

地区画整理事業施行規程に関する条例を廃

止する条例の件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６９号足寄都市計画

土地区画整備事業施行規程に関する条例を

廃止する条例の件は原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 請願第２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２４ 請願

第２号食料安全保障の強化を図る新たな国

の予算確保と国民への理解醸成を図る請願

書の件を議題といたします。 

ただいま議題となっております請願第２

号食料安全保障の強化を図る新たな国の予

算確保と国民への理解醸成を図る請願書の

件は、総務産業常任委員会に付託をし、会

期中の審査にすることとしたいと思いま

す。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、請願第２号食料安全保障の

強化を図る新たな国の予算確保と国民への

理解醸成を図る請願書の件は、総務産業常

任委員会に付託し、会期中の審査とするこ

ととに決定をいたしました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査のう

え、報告をお願いします。 

 

◎ 意見書案第３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２５ 意見

書案第３号地方財政の充実強化に関する意

見書の件を議題といたします。 

 本件につきましては、条例第６５条第３

項の規定により、提案理由の説明を省略を

いたします。 

 ただいま議題になっております、意見書

案第３号地方財政の充実強化に関する意見

書の件は、総務産業常任委員会に付託を

し、会期中の審査にすることとしたいと思

います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、意見書案第３号地方財政の

充実強化に関する意見書の件は、総務産業

常任委員会に付託し、会期中の審査とする

ことに決定をいたしました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査のう

え、報告をお願いします。 

 

◎ 意見書案第３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２６ 意見

書案第４号義務教育費国庫負担制度堅持負

担率２分の１への復元３０人以下学級など

教育予算確保・拡充と就学保障の実現に向

けた意見書の件を議題といたします。 

 本件につきましては、条例第６５条第３

項の規定により、提案理由の説明を省略を

いたします。 

 ただいま議題になっております、意見書

案第４号義務教育費国庫負担制度堅持負担

率２分の１への復元３０人以下学級など教

育予算確保・拡充と就学保障の実現に向け

た意見書の件は、文教厚生常任委員会に付

託をし、会期中の審査にすることにしたい

と思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、意見書第４号義務教育費国

庫負担制度堅持負担率２分の１への復元３

０人以下学級など教育予算確保・拡充と就

学保障の実現に向けた意見書の件は、文教

厚生常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 なお、本件は会期中の休会中に審査のう

え、報告をお願いします。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 休憩中に、議会運営委員会の開催をお願

いをいたします。 

午後１時１５分 休憩 

午後１時３１分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

 ただいま開催されました、第２回定例会

に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告

します。 

これより本日の日程に追加し、議案第７

３号から議案第７５号までについて、提案

説明を受けた後、即決で審議いたします。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） これにて委員長の

報告を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり

日程に追加し、審議することにしたいと思

います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、追加議事日程のとおり日程

に追加し、審議することに決定をいたしま

した。 

 

 議案第７３号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 議

案第７３号足寄町営温泉浴場施設新築（建

築主体）工事請負契約についての件を議題

といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） 追加提出議案

書の１ページをお願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第７３号

足寄町営温泉浴場施設新築（建築主体）工
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事請負契約について、提案理由の御説明を

申し上げます。 

令和４年６月３日、足寄町財務規則に基

づき指名競争入札に付した足寄町営温泉浴

場施設新築（建築主体）工事について、下

記のとおり請負契約を締結するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決をお願いをするものでございま

す。 

契約の目的は、足寄町営温泉浴場施設新

築（建築主体）工事。 

契約の方法は指名競争入札による契約で

ございます。 

契約の金額は１億６２２５万円。 

契約の相手方は、足寄町西町８丁目１番

地の１２、株式会社外田組、代表取締役菅

原智美氏でございます。 

工期につきましては、令和５年２月２８

日でございます。 

工事概要につきましては、２ページの配

置図をご覧ください。左側に記載しており

ますとおり、工事場所につきましては足寄

町西町２丁目３番４９、２番５２、２番６

４、２番６５。 

構造は木造、ＲＣ鉄筋コンクリート造で

ございます。 

階数は地下１階、地上１階建て。延べ床

面積につきましては、４２４．０９平方

メートルでございます。３ページに平面

図、４ページに立面図を添付しております

ので御参照ください。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第７３号足寄町営温泉浴

場施設新築（建設主体）工事請負契約につ

いての件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７３号足寄町営温泉

浴場施設新築（建設主体）工事請負契約に

ついての件は原案のとおり可決されまし

た。 

 

 議案第７４号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 議

案第７４号足寄町営温泉浴場施設新築（機

械設備）工事請負契約についての件を議題

といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ５ページをお

願いいたします。 

議案第７４号足寄町営温泉浴場施設新築

（機械設備）工事請負契約について、提案

理由の御説明を申し上げます。 

令和４年６月３日、足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付した足寄町営温泉

浴場施設新築（機械設備）工事について、

下記のとおり請負契約を締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

契約の目的は、足寄町営温泉浴場施設新
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築（機械設備）工事。 

契約の方法は指名競争入札による契約で

ございます。 

契約の金額は、１億５２７万円。 

契約の相手方は、奥原白沢経常建設共同

企業体、代表者は帯広市西２０条北１丁目

３番３０号、株式会社奥原商会、代表取締

役奥原浩氏、構成員は、足寄町南５条１丁

目１８番地、有限会社白沢文栄堂、代表取

締役白沢康氏でございます。 

工期につきましては令和５年２月２８日

でございます。 

工事の概要につきましては、給排水、給

湯設備のほか、空調の暖房設備等の整備を

行うものでございます。 

図面につきましては、議案第７３号に添

付をいたしました平面図等を御参照いただ

きたいと思います。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第７４号足寄町営温泉浴場

施設新築（機械設備）工事請負契約につい

ての件を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７４号足寄町営温泉

浴場施設新築（機械設備）工事請負契約に

ついての件は原案のとおり可決されまし

た。 

 

 議案第７５号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 議

案第７５号螺湾小学校外部改修工事請負契

約についての件を議題といたします。 

本件について提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長、松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ６ページをお

願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第７５号

螺湾小学校外部改修工事請負契約につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

令和４年６月３日、足寄町財務規則に基

づき指名競争入札に付した螺湾小学校外部

改修工事について、下記のとおり請負契約

を締結するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例

第２条の規定により、議会の議決をお願い

するものでございます。 

契約の目的は、螺湾小学校外部改修工

事。 

契約の方法は、指名競争入札による契約

でございます。 

契約の金額は、６，５２６万３，０００

円。 

契約の相手方は、足寄町南１条４丁目６

番地２、株式会社森下組、代表取締役森下

郁男氏でございます。 

工期につきましては、令和４年１１月１

８日でございます。 

工事概要につきましては７ページの平面

図をご覧ください。下段に記載しておりま

すとおり、校舎、体育館の屋根及び外壁の

改修等を行うものでございます。 

７ページに１階の平面図、８ページに２

階平面図、屋根付設図、を添付しておりま
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すので御参照をください。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １１番 

○１１番（木村明雄君） これは螺湾小学

校ということで、私の本当に近くにあると

こでですね、ずっと見てきたわけなのだけ

ども、何年くらい今経過しているのでしょ

うか。お伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 詳しい資料を

本日持ってきてないのですけれども、足寄

町内のへき地の小学校につきましては、大

体昭和４５年ぐらいに建設したものが中心

となっておりまして、螺湾小学校の校舎屋

体についてもそのような年代に建設したと

いうことでございます。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １１番 

○１１番（木村明雄君） これモルタル、

コンクリートでも使わないのであればいい

のだけども、私もちょっと心配だなと思う

のは、ここで工期これが４年１１月１８日

となっていますよね。これがそれから始ま

るということは、それから冬に向かってど

んどんとね、 

（「終わりが」と呼ぶ者あり） 

終わりがそうか、わかりました。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第７５号螺湾小学校外部

改修工事請負契約についての件を採決をし

ます。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７５号螺湾小学校外

部改修工事請負契約についての件は原案の

とおり可決されました。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日

程は全部終了をいたしました。 

 本日は、これで散会をいたします。 

 次回の会議は、６月１６日、午前１０時

より開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

午後 １時４９分 散会 

 


